
暮
ら
し
の

お
知
ら
せ

Information

　
「
市
長
へ
の
手
紙
・
F
A
X
・
電
子

メ
ー
ル
」は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
日
ご

ろ
感
じ
て
い
る
市
政
に
対
す
る
提
言
・

要
望
・
意
見
な
ど「
生
の
声
」を
幅
広
く

お
聴
き
し
、
今
後
の
市
政
に
反
映
さ
せ

て
い
く
た
め
の
制
度
で
す
。

　

寄
せ
ら
れ
た
提
言
な
ど
は
、
担
当
課

で
協
議
し
た
う
え
で
市
長
に
報
告
さ

れ
、
そ
の
後
に
市
長
か
ら
書
面
で
回
答

し
ま
す
の
で
、
住
所
・
氏
名
を
忘
れ
ず

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
担
当
課
で
も
所
管
の
事
務
事

業
に
対
す
る
提
言
な
ど
を
お
受
け
し
て

す
。

　

皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
の

内
容
に
よ
っ
て
は
、
市
の
回
答
と
併
せ

て
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
市
長
へ
の
メ
ー

ル
Q
＆
A
」に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
市
役

所
1
階
行
政
資
料
室
、
保
健
福
祉
館
、

市
立
図
書
館
、
公
民
館（
下
総
・
大
栄

は
除
く
）、
三
里
塚
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
な
ど
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
11
月
に
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
市

の
将
来
の
ま
ち
づ
く
り
に
ど
の
よ
う
な

意
見
や
希
望
を
も
っ
て
い
る
か
を
調
査

し
、「
成
田
市
都
市
基
本
計
画
」を
策
定

す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
す
る
の
が
目

的
で
す
。

　

今
回
の
調
査
で
は
、
無
作
為
抽
出
に

よ
り
1
万
人
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を

行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
声
、
そ
し
て
希
望
を
市
政

に
反
映
さ
せ
、「
み
ん
な
が
望
む
新
し

い
ま
ち
づ
く
り
」を
進
め
る
た
め
に
も
、

調
査
票
が
届
い
た
人
は
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

毎
年
、
11
月
12
日
〜
25
日（
女
性
に

対
す
る
暴
力
撤
廃
国
際
日
）は
、「
女
性

に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」期
間

で
す
。

　

暴
力
は
、
そ
の
対
象
の
性
別
や
加
害

者
、
被
害
者
の
間
柄
を
問
わ
ず
、
決
し

て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
、
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、

性
犯
罪
、
売
買
春
・
人
身
取
引
、
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー

カ
ー
行
為
な
ど
女
性
に
対
す
る
暴
力

は
、
女
性
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る

も
の
で
あ
り
、
男
女
共
同
参
画
社
会
を

形
成
し
て
い
く
う
え
で
克
服
す
べ
き
重

要
な
課
題
で
す
。

　

こ
の
運
動
期
間
を
き
っ
か
け
に
、
女

性
に
対
す
る
暴
力
に
つ
い
て
考
え
、
暴

力
の
な
い
社
会
づ
く
り
を
す
す
め
ま

し
ょ
う
。

配
偶
者
な
ど
か
ら
の

暴
力
に
関
す
る
相
談
窓
口

県
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
・
☎
0
4
3
‐

　
2
4
5
‐
1
7
1
9
、
0
4
3
‐
3
0

　

2
‐
1
0
1
5（
24
時
間
3
6
5
日

　

対
応
）

い
ま
す
。
担
当
課
が
不
明
な
場
合
は
、

市
民
支
援
課
市
民
相
談
室
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

市
長
へ
の
手
紙

　

市
役
所
や
支
所
、
公
民
館
な
ど
市
の

公
共
施
設
や
郵
便
局
な
ど
に
所
定
の
は

が
き（
受
取
人
払
い
）を
設
置
し
て
い
ま

す
。

　

任
意
な
も
の
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん

が
、
そ
の
場
合
は「
市
長
へ
の
手
紙
」と

明
記
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
長
へ
の
F
A
X

　

市
内
局
番（
0
4
7
6
）か
ら
は
、

F
A
X
番
号

　

0
1
2
0
︲
8ハ
ロ

ー
6
0
︲で

2つ
な

ぐ
7
9

そ
れ
以
外
の
局
番
か
ら
は

　

0
4
7
6
︲
24
︲
1
0
8
6

市
長
へ
の
電
子
メ
ー
ル

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.city.narita.chiba.jp

）

の「
市
長
へ
の
電
子
メ
ー
ル
」に
接

続
す
る
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を

通
じ
て
送
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま

あなたの意見を

市
長
へ
の
手
紙
・
F
A
X
・
電
子
メ
ー
ル

あ
な
た
の「
声
」を

お
聴
か
せ
く
だ
さ
い

※ 

く
わ
し
く
は
市
民
支
援
課
市
民

相
談
室︵
☎
20
︲
1
5
0
7
︶へ
。

成
田
市
都
市
基
本
計
画

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
に

ご
協
力
を

※ 

く
わ
し
く
は
都
市
計
画
課︵
☎

20
︲
1
5
6
0
︶へ
。

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

11
月
12
日
か
ら
25
日
が

運
動
期
間
で
す

※ 

く
わ
し
く
は
企
画
課︵
☎
20
︲

1
5
0
0
︶へ
。

女性に対する暴力根絶のための
シンボルマーク

今月の納税

①国民健康保険税（第5期分）
②介護保険料（第5期分）

納期はいずれも
11月16日（木）～30日（木）です。

※ くわしくは①保険年金課（☎20-1526）、
②介護保険課（☎20-1545）へ。
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飲
食
店
や
店
舗
、
事
務
所
な
ど
の
事

業
所
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物（
ご

み
）は
、「
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
」に
よ
り
、
事
業
者
自
ら

の
責
任
に
お
い
て
適
正
に
処
理
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
た
め
、
事
業
所
か
ら
発
生
す
る

ご
み
は
、
一
般
家
庭
用
の
集
積
所
に
出

す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
事
業
所
の
ご
み
は
、
分
別
を
徹
底
し
、

い
ず
み
清
掃
工
場
ま
た
は
リ
サ
イ
ク
ル

プ
ラ
ザ（
下
総
・
大
栄
地
区
は
伊
地
山
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
）へ
自
己
搬
入
す
る

か
、
収
集
運
搬
許
可
業
者
へ
委
託
す
る

な
ど
適
正
な
処
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

● 

分
別
方
法
＝「
燃
や
せ
る
ご
み
」「
ビ

ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
」「
ビ

ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
」「
金
物
・
陶
磁

器
類
」に
分
別
し
、
半
透
明
の
業
務

用
ご
み
袋
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い

●
処
理
方
法

�

ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る
場
合

﹁
燃
や
せ
る
ご
み
﹂…
い
ず
み
清
掃
工
場

　
（
☎
36
‐
1
6
8
9
）

﹁
ビ
ニ
ー
ル
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
﹂﹁
ビ

　

 

ン
・
カ
ン
・
ガ
ラ
ス
﹂﹁
金
物
・
陶
磁

器
類
﹂…
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ（
☎

36
‐
1
0
0
0
）

�

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場
合

…
成
田
市
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬

許
可
業
者
へ
委
託
し
て
く
だ
さ
い

下
総
・
大
栄
地
区
の
事
業
所
は

● 

分
別
方
法
＝「
可
燃
ゴ
ミ
」「
ビ
ン
・

カ
ン
」「
不
燃
ゴ
ミ
」「
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
」に
分
別
し
、
半
透
明
の
ご
み
袋

を
使
用
し
て
く
だ
さ
い

●
処
理
方
法

�

ご
み
処
理
施
設
へ
自
己
搬
入
す
る
場

合（
搬
入
券
が
必
要
。
搬
入
券
は
下

総
・
大
栄
支
所
生
活
環
境
課
で
配
布
）

﹁
可
燃
ゴ
ミ
﹂﹁
ビ
ン
・
カ
ン
﹂﹁
不
燃
ゴ

　

 

ミ
﹂…
伊
地
山
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

（
☎
0
4
7
8
‐
59
‐
2
1
4
8
）

﹁
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
﹂…
直
接
搬
入
で
き
ま

　

�

せ
ん
。
リ
サ
イ
ク
ル
を
図
る
た
め
許

可
業
者
に
委
託
し
て
く
だ
さ
い

�

許
可
業
者
に
処
理
を
委
託
す
る
場
合

…
北
総
西
部
衛
生
組
合
一
般
廃
棄

物
収
集
運
搬
許
可
業
者
へ
委
託
し

て
く
だ
さ
い

　

空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
放
題
に
し
て

お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
と
さ
れ
た

り
、害
虫
類
の
発
生
原
因
と
な
っ
た
り
、

通
行
の
障
害
や
火
災
の
原
因
と
な
っ
た

り
す
る
な
ど
、
周
囲
に
大
変
な
迷
惑
を

掛
け
、
生
活
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　

空
き
地
の
所
有
者
は
、
周
囲
の
迷
惑

に
な
ら
な
い
よ
う
、
早
め
に
草
を
刈
る

な
ど
し
っ
か
り
と
し
た
土
地
管
理
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
市
で
は
草
刈
機
を
無
料（
刈

刃
と
燃
料
は
個
人
負
担
）で
貸
し
出
し

し
て
い
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

ス
プ
レ
ー
缶
、
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ
、

シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
容
器
は
、
そ
の
排
出

方
法
に
よ
っ
て
は
収
集
の
と
き
、
ま
た

は
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
や
伊
地
山
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
処
理
す
る
と
き
、

爆
発
事
故
や
火
災
な
ど
の
発
生
原
因
と

な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
発
生
す
る
と
、

そ
こ
で
働
く
人
の
安
全
が
損
な
わ
れ
る

と
と
も
に
、
機
械
が
破
損
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
修
繕
に
多
額
の
費
用
と
日
数

を
要
し
、
そ
の
間
の
ご
み
処
理
に
も
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　

ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ

は
、
ガ
ス
な
ど
を
使
い
切
っ
て
穴
を
開

け
、
シ
ン
ナ
ー
な
ど
の
容
器
は
、
中
身

を
空
に
し
、
栓
を
開
け
た
ま
ま
か
、
上

ぶ
た
を
取
っ
て「
金
物
・
陶
磁
器
類
」

（
黄
色
の
指
定
袋
）、
下
総
・
大
栄
地
区

は「
ビ
ン
・
カ
ン
」（
黄
色
の
指
定
袋
）の

収
集
日
の
午
前
8
時
30
分
ま
で
に
集
積

所
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
ガ
ス
ボ
ン
ベ（
カ
セ
ッ
ト
コ

ン
ロ
用
を
除
く
）や
消
火
器
は
、
市
で

は
処
理
で
き
ま
せ
ん
の
で
購
入
し
た
販

売
店
や
専
門
の
業
者
に
処
理
を
依
頼
し

て
く
だ
さ
い
。
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※ 

く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課

︵
☎
20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

空
き
地
の
所
有
者

し
っ
か
り
と
管
理
を

※ 

く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課︵
☎

20
︲
1
5
3
2
︶へ
。

ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト
ボ
ン
ベ

必
ず
使
い
切
っ
て
か
ら

指
定
ご
み
袋
へ

※ 

く
わ
し
く
は
ク
リ
ー
ン
推
進
課

︵
☎
20
︲
1
5
3
0
︶へ
。

事
業
所
ご
み
の
処
理
方
法

一
般
家
庭
用
の

集
積
所
に
は
出
せ
ま
せ
ん

必ず中身を空にし、
栓を開けたままか、
上ぶたを取って材質
により分別して、そ
れぞれのごみ袋へ

必ず使い切ったあと、
着火部分を壊し、プ
ラスチックと金物に
分別してそれぞれの
ごみ袋へ

ガソリン・灯油・
シンナーなどの容器

スプレー缶（カセッ
ト用コンロ・殺虫
剤・ヘアスプレー）

使い捨てライター

面倒でも必ず行って

必ず使い切り、火気の
ない風通しの良い場
所で穴を開けてから、
「金物・陶磁器類」（下
総・大栄地区は「ビン・
カン」）のごみ袋へ
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市
消
防
団
で
は
、
消
防
団
員
を
募
集

し
て
い
ま
す
。大
地
震
な
ど
の
災
害
時
、

地
域
の
防
災
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
の
が
消

防
団
で
す
。
若
い
あ
な
た
の
力
を
消
防

団
員
と
し
て
発
揮
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

● 

対
象
＝
市
内
に
住
ん
で
い
る
18
歳
以

上
の
人

●
入
団
後
の
待
遇

�

年
間
一
定
の
金
額
を
報
酬
と
し
て
支

給
し
ま
す（
災
害
や
訓
練
な
ど
に
出

場
し
た
と
き
は
別
に
手
当
を
支
給
、

5
年
以
上
勤
務
し
て
退
団
し
た
場

合
は
退
職
報
償
金
を
支
給
）

�

消
防
団
活
動
中
に
負
傷
し
た
と
き

は
、
公
務
災
害
と
し
て
補
償
し
ま
す

�

消
防
活
動
に
必
要
な
被
服
を
支
給
し

ま
す

�

職
務
に
お
い
て
功
労
・
功
績
が
あ
っ

た
と
き
は
表
彰
し
ま
す

　

税
務
職
員
を
よ
そ
お
い
、
現
金
自
動

預
け
払
い
機（
A
T
M
）を
操
作
さ
せ
、

振
り
込
み
を
行
わ
せ
る
な
ど
の「
振
り

込
め
詐
欺
」に
よ
る
被
害
が
発
生
し
て

い
ま
す
。

　

税
務
職
員
が
納
税
者
の
皆
さ
ん
に
電

話
で
問
い
合
わ
せ
る
場
合
は
、
提
出
し

て
い
た
だ
い
た
申
告
書
な
ど
を
基
に
そ

の
内
容
を
本
人
に
確
認
す
る
こ
と
を
原

則
と
し
て
い
ま
す
。
次
の
よ
う
な
不
審

な
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
ら
、
指
示
さ

れ
た
電
話
に
連
絡
し
な
い
で
、
最
寄
り

の
税
務
署
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。フ

リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
へ
連
絡
さ
せ
る

�

還
付
金
の
受
け
取
り
の
た
め
に
、
金

融
機
関
な
ど
の
現
金
自
動
預
け
払

い
機（
A
T
M
）の
操
作
を
求
め
る

�

国
税
の
納
税
の
た
め
に
、
金
融
機
関

の
口
座
を
指
定
し
て
振
り
込
み
さ

せ
る

　

犯
罪
被
害
給
付
制
度
は
、
通
り
魔
殺

人
な
ど
の
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
、

不
慮
の
死
を
遂
げ
た
被
害
者
の
遺
族

や
、
身
体
に
重
大
な
負
傷
ま
た
は
疾
病

を
受
け
た
被
害
者
お
よ
び
障
が
い
が
残

る
こ
と
と
な
っ
た
被
害
者
に
対
し
て
、

社
会
の
連
帯
共
助
の
精
神
に
基
づ
き
、

国
が
一
定
の
給
付
金
を
支
給
し
、
そ
の

精
神
的
・
経
済
的
打
撃
の
緩
和
を
図
ろ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
市
で
も「
犯
罪
被
害
者
等
支

援
条
例
」に
基
づ
き
、
同
様
の
支
援
金

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
18
年
に
特
別
給
付
金
国
債
の
最

終
償
還
を
迎
え
た
戦
傷
病
者
な
ど
の

妻
、
ま
た
は
新
た
に
増
加
恩
給
、
傷
病

年
金
、
障
害
年
金
、
障
害
一
時
金
な
ど

を
受
給
し
た
戦
傷
病
者
な
ど
の
妻
に
特

別
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
対
象

�

継
続
支
給
…
平
成
18
年
10
月
1
日
に

お
い
て
増
加
恩
給
な
ど
の
給
付
を

受
け
、
第
5
款
症
以
上
の
障
が
い
を

有
す
る
戦
傷
病
者
の
妻

�

新
規
支
給
…
平
成
15
年
4
月
1
日
に

お
い
て
増
加
恩
給
な
ど
の
給
付
を

受
け
、
第
5
款
症
以
上
の
障
が
い
を

有
す
る
戦
傷
病
者
の
妻
ま
た
は
平

成
15
年
4
月
1
日
〜
平
成
18
年
9

月
30
日
に
前
記
の
夫
が
死
亡
し
た

妻

�

特
例
支
給
…
平
成
8
年
10
月
1
日

（
前
回
新
規
支
給
の
場
合
は
平
成
5

年
4
月
1
日
）〜
平
成
15
年
3
月
31

日
に
戦
傷
病
者
で
あ
る
夫
が
死
亡

し
た
妻

�

戦
没
者
妻
へ
の
移
行
…
平
成
8
年
10

月
1
日（
前
回
新
規
支
給
の
場
合
は

平
成
5
年
4
月
1
日
）〜
平
成
15
年

3
月
31
日
に
戦
傷
病
者
で
あ
る
夫

が
公
務
死
に
よ
り
死
亡
し
、
公
務
扶

助
料
、
遺
族
年
金
な
ど
の
年
金
受
給

権
を
取
得
し
た
妻

●
支
給
額

�

継
続
支
給
…
額
面
60
万
円
〜
1
0
0

　

�

万
円
、
10
年
償
還
の
記
名
国
債（
軽

症
者
は
半
額
、
継
続
回
数
に
よ
り
金

額
が
異
な
り
ま
す
）

�

新
規
支
給
…
額
面
30
万
円
、
10
年
償

還
の
記
名
国
債（
軽
症
者
は
半
額
）

�

特
例
支
給
…
額
面
5
万
円
、
5
年
償

還
の
記
名
国
債

�

戦
没
者
妻
へ
の
移
行
…
額
面
60
万
円

〜
2
0
0
万
円
、
10
年
償
還
の
記
名

国
債（
継
続
回
数
に
よ
り
金
額
が
異

な
り
ま
す
）

● 

請
求
期
間
＝
平
成
21
年
9
月
30
日
ま
で

※ 

く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署
総
務

課︵
☎
28
︲
5
1
5
1
︶へ
。

地
域
の
防
災
リ
ー
ダ
ー

消
防
団
員
に

な
り
ま
せ
ん
か

※ 

く
わ
し
く
は
消
防
本
部
総
務
課

︵
☎
20
︲
1
5
9
0
︶ま
た
は
各

地
区
の
分
団
長
へ
。

振
り
込
め
詐
欺

税
務
署
名
を
か
た
る

不
審
な
電
話
に
注
意
し
て

犯
罪
被
害
給
付
制
度

被
害
者
や
そ
の
遺
族
に

※ 

犯
罪
被
害
給
付
制
度
に
つ
い
て
、

く
わ
し
く
は
県
警
察
本
部
犯
罪

被
害
者
対
策
室︵
☎
0
4
3
︲

2
2
7
︲
9
1
3
1
︶へ
。
支
援

条
例
に
つ
い
て
は
市
交
通
防
犯

課︵
☎
20
︲
1
5
2
7
︶へ
。

戦
傷
病
者
な
ど
の
妻

特
別
給
付
金
が

支
給
さ
れ
ま
す

※ 

請
求
方
法
な
ど
く
わ
し
く
は
社

会
福
祉
課︵
☎
20
︲
1
5
3
6
︶

ま
た
は
下
総
支
所
福
祉
課︵
☎

96
︲
1
1
1
4
︶、
大
栄
支
所

福
祉
課︵
☎
73
︲
8
0
6
5
︶へ
。

消防署と連携して消火活動を
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